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●
児
童
扶
養
手
当
と
は

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
生
活
の
安
定
を

図
り
、
自
立
を
促
進
す
る
た
め
の
制

度
で
す
。
平
成
22
年
８
月
か
ら
、
法

改
正
に
伴
い
、
父
子
家
庭
の
方
も
支

給
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

　

18
歳
に
到
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
い
る
児
童

を
扶
養
し
て
い
る
ひ
と
り
親
の
方
、

ま
た
は
父
（
母
）
に
代
わ
っ
て
養
育

し
て
い
る
方
で
、
支
給
条
件
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

〈
支
給
条
件
〉

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

②
父（
母
）が
死
亡
し
た
児
童

③
父（
母
）が
政
令
に
定
め
る
程
度
の

障
害
の
状
態
に
あ
る
児
童

④
父（
母
）の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い

児
童

⑤
父（
母
）か
ら
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ

て
い
る
児
童

⑥
父（
母
）が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

い
る
児
童

⑦
父（
母
）が
婚
姻
し
な
い
で
生
ま
れ

た
児
童

⑧
父
・
母
と
も
に
不
明
で
あ
る
児
童

〈
支
給
額
〉

　

父
ま
た
は
母
や
養
育
者
、
同
居
の

扶
養
義
務
者
の
所
得
に
よ
り
、
支
給

額
が
決
定
し
ま
す
。（
父
ま
た
は
母

及
び
児
童
が
受
け
取
る
養
育
費
の
８

割
も
所
得
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま

す
。）

　

ま
た
、
所
得
が
限
度
額
以
上
あ
る

場
合
は
、
そ
の
年
度
（
８
月
分
か
ら

翌
年
７
月
分
ま
で
）
は
、
手
当
の
全

部
、
ま
た
は
一
部
が
支
給
停
止
に
な

り
ま
す
。（
別
表
１
参
照
）

　

支
給
額
は
、
別
表
２
の
と
お
り
と

な
り
ま
す
。
一
部
支
給
の
場
合
、
支

給
額
は
、
所
得
に
応
じ
て
10
円
単
位

で
設
定
さ
れ
ま
す
。
３
人
目
か
ら
児

童
ひ
と
り
増
す
ご
と
に
３
，０
０
０

円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
支
給
額
は
平
成
23
年
４
月

か
ら
児
童
扶
養
手
当
法
の
規
定
に
よ

り
、
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

現
況
届
の
提
出

　
毎
年
８
月
は
児
童
扶
養
手
当
の
現

況
届
提
出
月
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
現
在
、
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を

受
け
て
い
る
方
（
支
給
停
止
の
方
も

含
み
ま
す
）
は
、
全
員
現
況
届
の
提

出
が
必
要
で
す
。
届
出
が
な
い
場
合

は
受
給
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

 

●
特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は

　

知
的
障
害
ま
た
は
身
体
障
害
等
の

状
態
（
政
令
で
定
め
る
程
度
以
上
）

に
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
に
つ
い
て
、

児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
の

制
度
で
す
。

　

な
お
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

〈
受
給
資
格
要
件
〉

　

知
的
障
害
も
し
く
は
身
体
障
害

（
中
程
度
以
上
）
の
状
態
に
あ
る
児

童
を
監
護
し
て
い
る
父
ま
た
は
母
、

も
し
く
は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

※
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て

は
ま
る
と
き
は
、
手
当
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

・
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入

所
し
て
い
る
と
き
。

・
児
童
が
障
害
を
理
由
と
す
る
公
的

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

き
。

〈
支
給
額
〉

　

支
給
額
は
平
成
22
年
４
月
か
ら
規

定
に
よ
り
、
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

重
度
障
害
児
の
場
合

１
人
に
つ
き
月
額
５
０
，５
５
０
円

中
度
障
害
児
の
場
合

１
人
に
つ
き
月
額
３
３
，６
７
０
円

　

ま
た
、
所
得
が
限
度
額
以
上
あ
る

場
合
は
、
そ
の
年
度
（
８
月
分
か
ら

翌
年
７
月
分
ま
で
）
は
、
手
当
の
支

給
は
停
止
さ
れ
ま
す
。（
別
表
３
参

照
）

所
得
状
況
届
の
提
出

　
所
得
状
況
届
は
、
前
年
の
所
得
の

額
に
よ
っ
て
、
そ
の
年
の
８
月
か
ら

翌
年
の
７
月
ま
で
の
手
当
を
支
給

す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め 

、

年
１
回
提
出
し
て
い
た
だ
く
も
の
で

す
。
届
出
期
間
（
８
月
11
日
～
９
月

10
日
ま
で
）
を
過
ぎ
る
と
手
当
の
支

給
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
未
提
出

の
ま
ま
２
年
間
経
過
す
る
と
「
手
当

を
受
け
る
権
利
」
が
な
く
な
り
ま
す
。

前
年
、
所
得
制
限
額
を
超
え
た
た
め

手
当
が
支
給
停
止
だ
っ
た
方
も
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

子
育
て
支
援
室　

☎
内
線
３
０
５

児童扶養手当所得制限限度額
（平成23年8月分手当から適用）

扶養親族
等の数

母または養育者 配偶者
扶養義務者

孤児等の養育者全部支給 一部支給者

0人 19万円未満 192万円未満 236万円未満

1人 57万円未満 230万円未満 274万円未満

2人 95万円未満 268万円未満 312万円未満

3人 133万円未満 306万円未満 350万円未満

4人 171万円未満 344万円未満 388万円未満

児童扶養手当支給額（月額）
（平成23年4月分手当から適用）

児 童 数 全額支給 一部支給

1人 41,550円 41,540～9,810円

2人 46,550円 46,540～14,810円

3人以上 3人目から児童１人増すごとに、
3,000円加算

別表1別表2

特別児童扶養手当　所得制限限度額
（平成23年8月分手当から適用）

扶養親族
等の数 請　求　者 配偶者及び

扶養義務者 備　　　　考

0人 459.6万円未満 628.7万円未満
以下、請求者の場合
１人増すごとに
38万円、配偶者等
は1人増すごとに
21.3万円加算。

1人 497.6万円未満 653.6万円未満

2人 535.6万円未満 674.9万円未満

3人 573.6万円未満 696.2万円未満

4人 611.6万円未満 717.5万円未満

別表3

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
ご
案
内


